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【要旨】  

本研究では、2019年（中小企業は 2020年）に適用された「罰則付きの時間外労働の上限規制」

が、長時間労働の是正と職場環境や労働密度に与えた影響を、『日本家計パネル調査

（JHPS/KHPS）』を利用して検証した。企業規模別の異質性を考慮した DiD 分析の結果、大企

業・中小企業を問わず有給残業時間の有意な削減が確認された。当初懸念されていた無給残業

への転嫁や労働密度の増加といった負の外部性は確認されず、むしろ中小企業においては労働

密度の有意な低下という働き方の質的改善が見られた。また、規制対象外である管理監督者層

への業務転嫁（しわ寄せ）は立証されず、大企業・中小企業ともに管理監督者の労働時間も削

減されるという波及効果が明らかになった。職場環境については、中小企業で長時間労働を是

とする職場規範が有意に改善したほか、特定の環境下で労働時間の増加が生活満足度に与える

負の影響を緩和する交互作用も確認された。以上より、本政策は長時間労働の是正という目的

を達成しただけでなく、特に中小企業において組織全体の行動様式や働き方の質に正の影響を

及ぼしたことが示唆された。 
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時間外労働の上限規制施行が長時間労働を是とする職場環境と個人の働き方に与

える影響分析    

1.はじめに 

日本における長時間労働の実態は長らく社会問題として取り上げられてきた。『日本経済

2019－2020』（内閣府、2020年）によると、2018年の週 49時間以上働く男性労働者の割合は

27%にのぼり、OECD 諸国の中で突出して高い。また、1994 年から 2018 年にかけて、一般労

働者の労働時間は 2000 時間を超える水準で推移しており横ばい傾向といえる。こうした長時

間労働はメンタルヘルスを毀損し（Kuroda and Yamamoto (2016)）、労災や過労自殺を引き起

こすだけでなく、少子化や女性のキャリア形成を阻害する要因とも指摘される（Boca (2002)）。 

一般労働者の労働時間が高水準で留まっていた背景として、従来の時間外労働の上限規

制は強制力に欠けていたことが指摘される。従来の規定では、上限を超えても労働基準監督

署からの行政指導のみで罰則による拘束力が存在せず、さらに特別条項を結ぶことで雇用者

は実質的に無制限に労働者を働かせることができた1。これに対しては様々な専門家がその効

力に疑問を抱いており、細川（2020）や高見（2008）は、時間外労働の直接規制として 36 協定

で定める時間外労働の限度に関する基準が強行的な効力を持っていないこと2を指摘し、制

度として不十分と主張していた。また、時間外労働の抑制施策として 2010 年 4 月より「時間外

労働割増賃金制」が導入されたが3、山本（2019）は企業の賃金調整等により労働時間の削減

効果は限定的と指摘する。 

このような背景を汲み、働き方改革の一環4として 2019年 4月に原則月 30時間、年間 360

時間5を上限とした「罰則付きの時間外労働の上限規制」を盛り込んだ改正労働基準法6が施

行された7。当該政策は、これまで、厚生労働大臣によって定められていた時間外労働の上限

の基準を法律で定めることで、上限を超えた場合に法律に基づく罰則が科される制度である。

当該政策の目的としては過重労働防止を通じた「健康確保」と「ワークライフバランス」の実現

であり、『EBPM レポート（時間外労働の上限規制）』（厚生労働省、2021 年）では、この政策効

果の伝達プロセスのロジックモデルを示している。これによると、企業の時間外労働削減に向

けた取り組みを通じて労働時間削減、メンタルヘルスの改善といったアウトプットが現れると期

待される。 

時間外労働上限規制政策の先行研究では、製造業における月 80 時間以上の残業を行う

 
1 通常、時間外労働の上限は月 45時間、年 360時間だったが、「特別条項付き 36協定」を結ぶことで、臨時的かつ特別な状況

であれば、この上限を無制限にできた。また、この臨時的かつ特別な状況についての定義が曖昧であったため、これが乱用され

ていたとも言われる。 
2 労働基準法第 36条第 1項の協定で定められる労働時間の延長の限度等に関する基準であるが、厚生労働大臣の告示によっ

て定められるものであり、罰則を規定できなかったため。 
3 中小企業には猶予期間が与えられ、2023年 4月より適用された。 
4 同法の一環として 2019年に施行された改正労働安全衛生法では、労働時間の客観的把握や月 80時間以上の時間外労働を

行った労働者への産業医による面談や会社から当人への通知が義務付けられ、労働時間に影響を与えるといえる。 
5 特別条項を結ぶことで年 6回まで月 100時間を上限として複数月平均 80時間、年 720時間が上限となる。 
6 そのほか、年 5日の年次有給休暇の取得義務や勤務間インターバル制度の普及促進、中小企業への割増賃金制の猶予廃止

が盛り込まれた。 
7 当該法律の中小企業への適用開始は 2020年 4月で大企業とラグがあり、建設業・自動車運転の業務・医師など一部業種につ

いては適用開始が 2024年 4月からである。 
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長時間労働者確率の減少（Sasaki and Jiang (2022)）や、有給残業時間が有意に減少している

ことが明らかになっており（Burdin et al.(2024)）、政策目標は一定の効果を発揮しているといえ

る。しかし、その一方で、現行制度の限界や負の波及効果も指摘される。 

まず、今回改正された労働基準法の構造について、梶川（2008）は当該法の限界として、適

用対象外となっている「管理監督者」の存在を指摘している。管理監督者は、経営者と一体的

な立場あるいは専門性の高さから、自身で労働時間を管理できる裁量権を持つため上限規制

の対象から除外されている。しかし、その定義や基準のあいまいさ、認められるまでの手続き

要件が存在しないために、その待遇と報酬が見合わない管理監督者（いわゆる「名ばかり管理

職」8）が少なからず存在している。また、こうした管理監督者は一般労働者と比べても労働時

間が長い傾向にあり（Kuroda and Yamamoto(2012)）、改正後もこうした労働者が適用除外とな

ることで業務のしわ寄せが生じる可能性が考えられる。 

次に、負の波及効果として、特定の労働者層にしわ寄せが生じている可能性が示唆される。

Burdin et al.(2024) の研究では、男性において、減少した有給残業時間が無給残業労働時間

に代替されていること、大和総研（2023）では、中小企業勤め女性の月 40 時間以上の残業割

合が統計的に有意に増えているということも示唆されている。さらに、企業が働き方を見直さず、

政策に表面的に適応しようとすることによる副作用も懸念される。また、山本（2019）は、政策を

遵守しようと時間内に業務を終わらせるために、労働者への負荷が大きくなる可能性を理論的

に指摘している。 

こうした副作用が生じる背景には、個人の労働供給行動が所属集団の規範に強く規定され

る「グループインタラクション効果」が存在する。Alesina et al. (2006) は、人々の働き方が周囲

に似るという余暇の「正の補完性」の存在を指摘し、個人の行動が所属する集団の行動や規

範によって影響を受けることを明らかにした。また、黒田・山本（2014、6 章）では長時間労働が

常態化した国内環境から、短労働時間労働の規範が確立している欧州拠点へ転勤した日本

人管理職の労働時間が有意に減少したことを明らかにし、個人の働き方が本人の選好だけで

なく周囲が形成する「働き方の規範」に規定されることを示唆している。 

従って、長時間労働の是正を目的とした時間外労働の上限規制の効果測定を行う上では、

個人の働き方だけでなく、長時間労働を是とする労働環境そのものが変化したかが重要にな

るといえる。 

当該政策の施行から 6 年が経過しているが、いずれも個人の労働削減効果やそれに伴うメ

ンタルヘルスの改善に注目した分析に留まっており、管理監督者への特定の労働者へのしわ

寄せのような負の波及効果や長時間労働に肯定的な労働環境の変化を考慮したうえで、政

策効果を検証した研究は筆者の知る限り存在しない。そこで本研究では時間外労働の上限

規制の政策効果を分析するため、『日本家計パネル調査(JHPS/KHPS)』（慶應義塾大学パネ

ルデータ設計・解析センター、 2016-2023 年）のパネルデータを用いて、2019年 4月（中小企

 
8 例えば日本労務研究会(2005)によると、本来労働時間管理が不要な管理監督者を 8割近くの事業所で労働時間管理している

と報告されている。 
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業は 2020 年 4 月）施行の「罰則付き時間外労働の上限規制」が及ぼした影響を DiD 分析

（Difference-in-Difference；差の差分析）を用いて多角的に検証する。 

具体的には、まず、政策施行以前の有給残業実態に基づき、規制の影響を最も強く受ける

と想定される層（月 30時間以上の残業経験者）を「処置群」として特定する。その上で、差の差

分析（DiD）を用い、総労働時間や有給残業時間といった「量的」な削減効果とともに、企業が

業務内容を見直さずに表面的な適応を図った際に生じる「負の波及効果」があったかを検証

する。つまり、削減された労働時間が「無給残業労働」へと置換されていないか、あるいは「労

働密度（仕事の過密さ）」の上昇という形で労働者への負荷が増大していないかを確認する。 

次に、規制の適用除外対象である管理監督者層への影響を分析する。準固定的労働費用

モデルの理論的背景に基づき、一般労働者の労働時間が抑制された結果、その業務が管理

監督者へと転嫁される「仕事のシフト」が発生している可能性を、同様に DiD 分析を用いて明

らかにする。 

さらに、本研究独自の視点として、長時間労働を是とする「職場環境（規範）」そのものの変

化に注目する。長時間労働に肯定的な職場環境であるほど値が大きくなる「長時間労働職場

スコア」を構築し、上限規制が個人の労働時間削減を超えて、組織全体の行動様式を規定す

るグループインタラクションにまで影響を及ぼしたかを検証する。その上で、労働時間の短縮と

職場環境の改善といった量的および質的な意味での働き方の改善が、それぞれ独立して、あ

るいは相乗的にメンタルヘルス（K6指標、生活満足度、幸福度）の向上に寄与しているかを明

らかにする。 

本稿の構成は以下の通りである。第 2 節では、関連する先行研究を紹介する。第 3 節では、 

理論的背景と推計方法とともに、本稿で利用するデータ・変数について述べる。第 4 節では、 

予備的分析と推計結果を述べる。最後に第 5 節で結論や考察、課題点を述べる。 

 

2.先行研究 

時間外労働の上限規制に関する政策評価を行うにあたり、先行研究は 4 つに大別される。

労働時間規制政策に関する先行研究、労働環境が労働者個人の働き方に与える影響に関

する研究、労働時間とメンタルヘルスに関する研究、新型コロナウイルスによる働き方への影

響の順に概要を述べる。 

 

2.1 労働時間規制政策に関する先行研究 

労働時間規制は、割増賃金率の引き上げ、法定労働時間規制、時間外労働の上限規制の

3つに大別できる。時間外労働の上限規制に関する実証分析の蓄積は比較的少ないものの、

先行研究からその効果が景気によって左右されることや、労働時間を減少させることは明らか

になっている。 

時間外労働の上限規制に関する研究を概説する。まず、海外の事例を扱ったものとして、

Bae and Yoon (2014)による米国の看護師の「強制残業の禁止」や「連続勤務時間の制限」の研
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究では、特に「連続勤務時間の制限」によって週 40 時間以上の労働確率が有意に減少する

ことが確認でき、長時間労働是正に貢献していることが示唆された。また、2019 年に施行され

た当該政策の効果を分析した研究として、厚生労働省（2020）が大企業と中小企業の適用タイ

ミングのずれを利用し回帰不連続デザインを用いた分析では、時間外労働月 45 時間超の正

社員割合が政策効果によって有意に減少している可能性が示唆された。同様に、大企業と中

小企業の適用タイミングのラグを利用した Sasaki and Jiang (2022)は、製造業において月 80時

間以上残業する労働者割合は有意に減少している一方で、全体として労働時間や残業時間

の減少は一時的であり、その効果は限定的であると指摘する。しかし、政策効果を最も受ける

と想定される、政策以前に月 30 時間以上の残業を行っていた労働者に注目した処置群を設

定し、事業所レベルデータ・個人レベルデータの両面から分析を行った Burdin et al.(2024)の

研究は労働時間削減効果が確認できた。具体的には、一人当たり月間平均残業時間が 5 時

間減少していた。しかし、その一方で有給残業時間が減少された分、男性においては無給残

業労働時間が 1時間/週増加していることも確認された。その影響からか女性の主観的幸福度

は有意に向上したが、男性においては確認できなかった。 

割増賃金率の引き上げに関する研究としては、Kuroda and Yamamoto (2012)が、時間外労

働規制の適用除外となる「ホワイトカラーエグゼンプション」に注目し、仕事固定モデルと賃金

固定モデルという 2つのモデルに基づき割増賃金制度が時間当たり賃金と労働時間に与える

影響を検証している。その結果、景気安定期には、労働時間や賃金への ATT9の影響は統計

的に有意ではないが、景気後退期においてはこの労働時間規制対象外の者の労働時間は

規制適用者と比べ 4%以上長く働いていることを明らかにした。これは、そして、今後労働時間

規制を強化したとしてもこうした規制対象外者に仕事量をシフトする企業が現れる可能性を指

摘し、必ずしも長時間労働是正につながらないと指摘する。また、平河・臼井（2024）は、割増

賃金の引き上げにより、1日の実労働時間は 6.36分、週 60時間以上働く確率が 3%統計的に

有意に減少していることを明らかにしている。さらに既婚男性では仕事の持ち帰りが発生せず

家族との余暇時間が増え、ワークライフバランスに寄与していることを指摘する。一方で、

JHPS/KHPS を用いて大企業と中小企業の適用開始のラグを利用して分析した深堀・萩原

（2014）では、長時間労働確率は減少したものの、労働者全体への影響はほとんど見られなか

ったとも指摘する。 

法定労働時間規制については、その目的が大きく分けて 3 つに分けられる。第 1 に、雇用

創出を目的としたもの、第 2 に長時間労働の是正を目的としたもの、第 3 に生活との両立、働

きやすさといったワークライフバランスを目的としたものである。日本における 1987年～1997年

にかけての法定労働時間の短縮（週 48 時間から 40 時間）の影響を分析した Kawaguchi et 

al.(2017)によると労働時間の短縮は法定労働時間 1 時間短縮されたことによる実際の減少幅

は 0.14時間/週であり限定的だったといえる。また、Estevão (2008)は、フランスで 2000年に雇

用創出を目的に導入された週 35 時間労働法制の政策効果を検証している。この分析による

 
9 Average Treat Effect on the Treated の略, 処置群における平均処置効果 
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と、労働時間は有意に減少、時間当たり賃金が有意に増加した一方で、全体の雇用水準には

影響を与えず、むしろ雇用の流動性を高めていることを示唆する。また、Carcillo et al.(2023)は、

韓国において 2018 年から段階的に実施された週の法定労働時間を 68 時間から 52 時間に

引き下げる政策の影響を検証した。この政策によって、週 52 時間以上働く労働者割合が

1.3％統計的に有意に減少したと明らかになったが、長時間労働は完全に解消できたとは言え

ず、法令の不遵守が広範囲に行われていることが示唆される。さらに、新しい規制の上限内で

時間外労働を行う労働者割合も 4.7%増えており、効果は小さいとはいえ、企業内の労働者間

での再配分によるものである可能性が高いことが示唆される。 

次に、本稿で扱う政策の効果分析を行った研究について、厚生労働省（2022）は大企業と

中小企業で政策適用に 1 年ラグがあったことを利用して、回帰不連続デザインの考え方を用

いて上限規制の効果を分析した。この結果、2019年においてのみ効果が示唆され、時間外労

働月 45 時間以上の正社員割合が統計的に有意に約 2.6%減少したことを示唆している。また、

Burdin et al. (2024)は、働き方改革による残業時間上限規制の影響を事業所レベルのデータ、

個人レベルのデータの両側面から検証した。いずれのデータによる分析においても労働時間

は統計的に有意に減少しており、個人レベルの分析では、男性において減少した有給残業

時間の一部無給残業労働時間に置き換わっていることが示唆される。それと関連して、女性

は生活満足度と幸福度が統計的に有意に向上しているのに対し、男性には改善がなかったこ

とも確認され、無給残業労働時間と幸福度との関係性が示唆された。 

こうした政策効果が示唆される一方で、『『働き方改革』（労働時間関係）の定着状況に関す

る調査 2024』（日本労働組合総連合会、2024 年）の調査によれば、上限規制から 5 年が経過

しても、36 協定の認知度は半数以下で低下傾向にあり、約 3 割でサービス残業が横行してお

り、長時間労働の是正は道半ばであるとされている。 

これらの研究結果を総合すると、労働供給を規制する労働時間規制は、その効果に違いは

あれども、統計的に有意な労働時間の削減効果を持つということであり、その効果は景気によ

って変化しうることが示唆されている。それを通じて属性によってはワークライフバランスや幸

福度の改善に寄与することが明らかになっている。しかし、その一方で、規制による実質的な

労働負担の軽減や幸福度などの主観的満足度が改善する労働者に偏りがあるという負の波

及効果の存在が示唆されるものの、その実態は明らかになっていない。具体的には、規制対

象外の労働者への業務転嫁による「仕事のシフト」や、削減された時間が無給残業労働へと

置換される「見えない労働」の問題である。すなわち、現状では規制がもたらす組織内の業務

配分の歪みや隠れた労働実態を含めた包括的なメカニズムについては、既存の研究では十

分に解明されていないといえる。 

 

2.2 労働環境が労働者個人の働き方に与える影響 

個人の働き方や生産性には、周囲の環境、すなわち同僚の生産性や人事評価制度、職場

の働き方といった要因が影響を及ぼすグループインタラクション効果が、複数の研究で明らか
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にされている。 

海外の研究について、Landers et al. (1996) は、米国の大手法律事務所のアソシエート（従

業員弁護士）を分析し、事務所がパートナー昇進の選考で労働時間を能力の指標として用い

ることを要因とした「逆選択」が働き過重労働を生むという「ラットレース」現象を検証した。分析

の結果、多くの従業員弁護士が過重労働状態下で労働時間が非効率なほど長時間になるこ

とが示唆されている。また、Mas and Moretti (2009) は、米国のスーパーのレジ係のデータを使

い、生産性の高い同僚の存在が、特に相手から見える状況下で、個人の生産性を有意に向

上させることを検証した。これは社会的圧力がフリーライダー問題を抑制することを示唆してお

り、スキルが多様なチーム編成の有効性を示している。さらに、Ichino and Maggi (2000) は、イ

タリアの大手銀行における欠勤や不正行為の地域差分析から、個人の行動は、育った環境と

職場の両方から影響を受けることを示唆している。 

Kuroda and Yamamoto (2013) は、長時間労働が一般的な日本から労働時間の短い欧州へ

転勤した日本人管理職の労働時間がどう変化するか、グループインタラクション効果に注目し

て分析した。分析の結果、転勤後に労働時間は有意に減少し、その効果は現地の同僚と接

する時間が多いほど大きいことから、個人の労働時間は周囲の集団の働き方に強く影響され

ることが示唆される。 

これらの研究から、個人の働き方に周囲の環境が影響していることが明らかになっているが、

Kuroda and Yamamoto (2013) が指摘するように、先行研究の蓄積の多くはブルーカラー労働

者に対して行われており、いわゆるホワイトカラー労働者に関する研究はまだ少ないといえる。

特に、労働時間規制のような制度変化をグループインタラクション効果のメカニズムで分析した

研究は筆者の知る限り存在しない。 

 

2.3 長時間労働とメンタルヘルス 

労働時間とメンタルヘルスの関係性を分析した研究は必ずしも多くはない。ただ、先述した

Kuroda and Yamamoto (2016)や日本企業の製造業の企業データを用いて分析を行った Sato 

et al. (2020)は労働時間がメンタルヘルスを悪化させると明らかにしている。 

 

2.4 新型コロナウイルスによる働き方への影響 

新型コロナウイルス（以下、コロナ）は、日本でも 2020 年 1 月に初の感染者が確認されてか

ら急速に感染が拡大し、以降 2023年 5月に感染症法による位置づけが「5類」に移行したこと

で収束されたとされる。このコロナが猛威を振るった時期は時間外労働の上限規制が開始した

時期とほぼ重なり、コロナにより外出制限は人々の行動を大きく変え、労働者の働き方や労働

時間にも大きな影響を与えたといえる。そこで、当該政策との効果を識別させるためにもコロナ

は労働時間や働き方に与えた影響に注目した研究を概説する。 

Tamaki (2021)は新型コロナウイルス感染拡大初期で緊急事態宣言下にあった 2020年 4月、

5月と解除後の 6月、7月までの期間でどのような人が労働時間を減らしていたか検証した。ま
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ず、緊急事態宣以前フルタイムで働いていた労働者の労働時間は大きく減少し、解除後も元

の水準に戻っていないことを明らかにした。また、関東や関西といった地域、飲食・宿泊業や

サービス業といった特定の業種で労働時間の減少が顕著だったことも確認されている。

Morikawa (2020)はコロナ禍中で在宅勤務を行った者のほとんどがコロナをきっかけとしたこと

を示したうえで、職場での生産性と比べ、低くなっており在宅勤務を行う環境が整っていないこ

とや業務内容と在宅勤務がマッチしていないことを要因に挙げている。 

 

3.分析アプローチ 

3.1 理論的背景 

労働時間は市場賃金を所与として、労働者が自らの効用を最大化するように自由に決定す

るという労働経済学の静学的労働供給モデルである。しかし、山本・黒田（2014、第 7 章）が指

摘する通り、過去の実証研究からは労働者が自由に労働時間を選ぶことはできていないという

ことが確認されている。すなわち、この裏を返せば、労働時間の決定は労働需要側、企業側の

要因に強く依存すると考えるのが自然である。そこで、本節では山本（2019）を参考に時間外

労働の上限規制が労働時間に与える影響を労働需要に焦点を当て「準固定的労働費用モデ

ル」に基づき解説を試みる。 

Oi (1962) や Rosen (1969) が指摘する通り、一般的に労働の固定費用が大きい場合、企業

は雇用量より 1 人当たりの労働時間を選好して需要するといわれる。ここでの固定費用とは採

用・解雇の費用や教育訓練費用である。固定費用が大きくなると、労働者を新たに 1 人雇用

する費用が大きくなるため、既に雇用する労働者の労働時間を長くすることが合理的となる。

以下、前述の Oi (1962) 、Rosen (1969) に基づき、企業のコスト最小化問題を企業の生産要素

が労働時間と雇用者数に限定して固定費用と変動費用で表される総費用関数を考える。 

 

𝐶 = 𝑤ℎ𝑁 + 𝑓𝑁 

 

この時、右辺第 1項は変動費用であり、𝑤 が時間当たり賃金、𝑁 が雇用者数、ℎ が 1人当た

り労働時間である。また、第 2 項は固定費用で、𝑓 が 1人当たりの固定費用を表し、採用費用

と訓練費用に大別できる。そして、企業は、目標生産量 𝑃 を達成するために、コスト 𝐶 を最小

化する 𝑁 と ℎ を選択するため、生産関数を 𝑃 = 𝑓(𝑁, ℎ) = 𝑃̅ とおく。この時、最小コストとなる 

(𝑁, ℎ) を特定するために各要素を 1 単位増やしたときにかかる限界費用を求めるために、費

用関数 𝐶  をそれぞれの変数で偏微分する。そして、費用最小化が達成されるためには技術

的限界代替率 𝑀𝑅𝑆 が限界費用との比と同じになる必要があり、その等式は以下の通りである。 

 

𝜕𝑃/𝜕𝑁

𝜕𝑃/𝜕ℎ
=

ℎ + (𝑓/𝑤)

𝑁
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左辺が限界代替率であり 1人当たり労働時間を 1時間減らして生産量を維持するには何人

の追加人員が必要か示す比率で、右辺が限界費用の比となっている10。固定費用が大きいと

右辺分子の (𝑓/𝑤) が大きくなり、追加的に人員を雇うコストより 1人当たり労働時間を長くする

コストのほうが小さくなり、長時間労働を促すことになるといえる。ここで、時間外労働の上限規

制が拘束的かつ 1 人当たり労働時間が ℎ̅ に制限されるとどうなるか考える（ ℎ∗ を最適労働時

間とすると、 ℎ∗ > ℎ̅ ）。政策対象者と管理監督者のように政策の対象外者がいるため、2 つの

労働者属性を考慮すると、雇用者数は 𝑁 = 𝑛𝑎 + 𝑛𝑏 と表せ、1人当たり労働時間は ℎ = ℎ̅𝑎 +

ℎ𝑏
∗となる11。ここで、政策対象者 1人の労働 1時間あたり実質コスト（Average Hourly Cost: AHC）

を考えると、以下の通りである。 

𝐴𝐻𝐶𝑎 =
𝑤𝑎ℎ̅𝑎 + 𝑓𝑎

ℎ̅𝑎

= 𝑤𝑎 +
𝑓𝑎

ℎ̅𝑎

 

 

ここで、政策対象者は規制により本来の最適労働時間 ℎ𝑎
∗  よりも短くなっている（ℎ̅𝑎 < ℎ∗）。

生産要素が減少した分、企業は、生産量を維持しなくてはならないため、①一般労働者を増

やす、②政策対象外者の管理監督者らの時間外労働を増やすかのいずれか検討すると考え

られる。この時、分母が規制以前よりも小さくなるため第 2 項は増大する。そのため、時間換算

の固定費用負担が増加するため、政策対象者である一般労働者の雇用を増やすのではなく、

政策対象外者の労働時間を延ばすことで調整すると考える。また、企業の法令遵守の意識が

低い場合、規制された労働時間 ℎ̅ 内で終わらない業務量を押し付けることで、無給残業労働

時間を増やすことも考えられる。この無給残業労働時間を労働者が受け入れる要因としては

Landers et al. (1996)が指摘する「ラットレース」が背景にあると考える。すなわち、企業が長く働

きアウトプットを出す労働者を選好して昇進させることを労働者が把握している場合、無給残業

労働を進んで行うことが想定される。 

しかし、一方でこうした生産量の調整を行わない可能性もある。それは、規制後の上限労働

時間が最適労働時間を下回る（ ℎ∗ > ℎ̅ ）時である。山本・黒田（2014年、5章）から、企業の需

要する労働時間が長いことを織り込んで、労働者が長い労働時間を希望していること、山本・

黒田（2014 年、7 章）から職場環境（人的管理：HRM）が企業の需要する労働時間を長くして

いることが示唆されている。特に日本では、山本（2020）が指摘する通り採用、解雇、訓練費用

といった固定費用が大きい為、平時に残業させる、いわゆる「残業の糊代（バッファー）」とする

ことで不況時に労働者の解雇ではなく残業時間で労働需要を調整してきた。このため、非効

率な長時間労働が他国と比較しても存在している可能性が考えられ、当該政策でそうした非

効率性が排除されることで労働時間や雇用者数を調整する必要がない可能性がある。 

 

3.2 推計方法 

 
10 なお、右辺は全体を 𝑤 で割った形を示している。 
11 添え字 a, b はそれぞれ政策対象者、政策対象外者とする。 
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本研究の分析は大きく 2 つに分けられる。1 つ目は、時間外労働の上限規制が与える量的

な影響について、一般労働者と管理監督者の労働時間や労働密度に注目した DiD 分析であ

る。理論的背景で示した通り、労働需要に基づき労働時間がどのように変化したかを検証する。 

そして、2つ目は、まず、DiD 分析で長時間労働を行っていたものの職場環境が変化したか

検証することで、政策の「質」的な影響を確認する。そのうえで、長時間労働が労働者のメンタ

ルヘルスに与える影響について職場環境の改善が追加的に影響を与えることを固定効果モ

デルで明らかにする。 

 

(a) 推計 1：一般労働者への政策効果分析 

推計 1 では時間外の上限規制により、一般労働者の労働時間、労働密度にどのような影響

を与えたのか DiD 分析をする12。本分析では固定効果モデル、変量効果モデルを使用し、企

業規模による異質性や政策適用タイミングの異質性を考慮するため、大企業、中小企業ごと

に推計を行う。推計式は以下の通りである。 

 

𝑌𝑖𝑡 = 𝛽𝐴𝑇𝑇𝑇𝑟𝑒𝑖𝑡 × 𝐴𝑓𝑡𝑒𝑟𝑡 + 𝛾𝑇𝑟𝑒𝑖𝑡 + 𝛿𝐴𝑓𝑡𝑒𝑟𝑡 + 𝜌𝑋𝑖𝑡 + 𝛼𝑖 + 𝜏𝑡 + 𝜀𝑖𝑡 

 

ここで、インデックス 𝑖 は個人 id、 𝑡 は調査実施年を表す。 𝑌𝑖𝑡 は主体 𝑖 の 𝑡 年におけるアウ

トカム変数であり、具体的なアウトカム変数は平均総労働時間、無給/有給残業時間、労働密

度である。 𝑇𝑟𝑒𝑖𝑡 は個人 𝑖 が 𝑡 年に処置群に属していれば 1、対照群に属していれば 0 をとる

処置群ダミー変数で、先行研究でも紹介した Burdin et al.(2024)を参考に、処置群、対照群を

定義した。具体的には処置群は政策効果が適用される以前に月 30時間以上の有給残業とい

う規制の上限13を一度でも超えている労働者、対照群は月 30 時間以上の有給残業を行って

いない一般労働者とする。 𝐴𝑓𝑡𝑒𝑟𝑡 は政策施行後ダミーであり、政策の処置効果がデータに反

映される 2020年以降（中小企業であれば 2021年以降）であれば 1 を、それ以前であれば 0 

をとるダミー変数である14。 𝑋𝑖𝑡 はコントロール変数であり、具体的には、まず個人属性として、

ベースを 50 代とする年齢ダミー（20 代ダミー、30 代ダミー、40 代ダミー）、婚姻ダミー、子ども

ダミー、勤続年数を含む。また、労働者の勤務時間制度や勤務先企業の制度による働き方の

違いをコントロールするために、フレックスタイム制ダミー、変形労働時間制ダミー、短時間勤

務制ダミー、在宅勤務制度ダミーも用いる。そして、新型コロナウイルスによる影響をコントロー

ルするためにコロナ重篤感染ダミー、（コロナによる）経済困難ダミーを用いる。また、 𝛼𝑖   は個

人固有効果、 𝜏𝑡 は年ダミー（時間固有効果）、そして 𝜀𝑖𝑡 は誤差項である。 

推計結果で注目するのは処置群ダミーと政策施行後ダミーの交差項の係数 𝛽𝐴𝑇𝑇   であり、

 
12 推計 1では一般労働者への影響を分析する観点から厳密性を目的として管理監督者のサンプルを除外している。 
13 時間外労働の上限規制は原則として月 45時間、年 360時間となっているため、年間 360時間を月平均にした月 30時間という

のを閾値とした。 
14 なお、JHPS/KHPSの調査時期は例年、翌年 1月（例えば、JHPS2019であれば 2020年 1月）に調査を実施するため、政策効

果がデータに反映されるのは大企業であれば 2020年、中小企業であれば、2021年となる。 
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政策の処置効果(ATT; Average Treatment Effect on the Treated15)を表す。仮に政策目標が達

成しているならば、アウトカム変数が平均総労働時間や有給残業時間の際、政策効果を示す 

𝛽𝐴𝑇𝑇  が負で統計的に有意になるはずである。なお、DiD 分析を行う前に、予備的分析として

平行トレンドの仮定が満たされているかの検証も行う。 

 

(b) 推計 2：管理監督者へのしわ寄せの効果分析 

推計のベースは推計 1 とほぼ同じなので、推計式や変数の説明は省略する。推計 1 との違

いとしては、処置群ダミーが異なる。推計 2では管理監督者に注目し、政策の負の波及効果と

いう効果を受けていると仮定して、政策適用以降に管理監督者であれば 1、政策効果を受け

ないと想定される政策施行以前に一度も有給残業時間が 30 時間を超えたことがない労働者

を 0 とする処置群ダミーを用いる。また、処置群ダミーの特性上、サンプルは管理監督者と残

業属性のない（＝元々、残業時間が短い）一般労働者に限定され、両者では働き方が異なる

と考えられるので平行トレンドの仮定を満たさない可能性があることに留意したい。 

 

(c) 推計 3： 長時間労働を是認する職場環境に注目した上限規制による「質」的な影響分析 

本推計では、まず当該政策によって長時間労働職場環境がどのように変化したか、明らか

にする。具体的な推計式は推計 1 と同じだが、アウトカム変数に長時間労働職場スコアを用い

る。なお、変数の詳細については後述する。 

また、職場環境が労働時間の重要な規定要因であるのは確かだが、メンタルヘルスは長時

間労働によって直接的に毀損されるため、職場環境と関係なく、残業規制によって長時間労

働が是正されたことでメンタルヘルスが改善する可能性は十分にある。そこで、長時間労働是

正によるメンタルヘルス改善に加えて、職場環境改善された場合、メンタルヘルスがどのように

異なるか明らかにする16。推計式は以下の通りである。 

 

𝑌𝑖𝑡 = 𝛽1𝑆𝑐𝑜𝑟𝑒𝑖𝑡 × 𝑊𝑜𝑟𝑘𝑖𝑡 + 𝛾1𝑆𝑐𝑜𝑟𝑒𝑖𝑡 + 𝛿𝑊𝑜𝑟𝑘𝑖𝑡 + 𝜌𝑋𝑖𝑡 + 𝛼𝑖 + 𝜏𝑡 + 𝜀𝑖𝑡 

 

ここで、𝑆𝑐𝑜𝑟𝑒𝑖𝑡 は長時間労働職場環境スコアであり、𝑊𝑜𝑟𝑘𝑖𝑡 は労働時間を示す。また、ア

ウトカム変数はメンタルヘルス指標 K6、生活満足度、幸福度という 3つを用い、仕事に対する

やる気や生活や仕事への満足度といった幅広い指標を用いて検証する。コントロール変数 

𝑋𝑖𝑡 は推計 1のものに加え、有給休暇消化率、時間当たり賃金を用いる。 

本推計で注目するのは交差項の係数である 𝛽1である。この係数からは職場環境と労働時

間がメンタルヘルスに与える相乗効果を識別でき、仮に労働時間の係数 𝛿 も統計的に有意な

場合、職場環境がメンタルヘルスに追加的に影響を与えるといえる。 

 

 
15 処置群における平均因果効果 
16 推計 1同様に政策効果を受ける一般労働者にサンプルを限定している。 
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3.3 利用データ・変数 

本稿では、慶應義塾大学パネルデータ設計・解析センター（PDRC）による「日本家計パネ

ル調 査 JHPS/KHPS）」（以下、JHPS/KHPS）のパネルデータを使用する。JHPS/KHPS は調査

対象者とその配偶者の就業、所得、教育、健康・医療などについて 1 年毎に追跡調査したも

のであり、「日本家計パネル調査 JHPS）」と（旧）「慶應義塾家計パネル調査 KHPS）」が続合さ

れたものである。 KHPS は 2004 年より全国約 4,000 世帯、対象者 7,000 人、JHPS は 2009 年

より全国 4000 人を対象として継続的に調査が実施されている。また、KHPS は 20 歳から 69 

歳の男女、JHPS は 20 歳以 上の男女を対象としている。これら同一個人のパネルデータを追

跡することによって、実際に観察不可能な個人の固有効果をコントロールすることができる。 

本稿の分析では、推計期間を 2016 年から 2023 年の 8 年とし、分析対象は 20歳以上 60

歳未満の一部業種を除いた17民間企業に勤める18フルタイム正規雇用労働者とした。日本で

は、高齢者雇用安定法によって 60 歳以上の定年が定められており、それ以降は雇用継続制

度による再雇用に移行することが一般的である。そのため、雇用契約変更による構造変化を

排除するため、サンプルに年齢制限を設けた。また、サンプルを民間企業の勤め人に限定し

た理由は、公務員のうち、国家公務員はそもそも労働基準法が適用されず、人事院規則 15-

14第 16条の 2の 2が適用され19、刑事罰は存在しないため強制力があるとは言い難い。国家

公務員、地方公務員共に労働基準法第 33 条で定められている通り、「公務のために臨時の

必要がある場合」は労働時間を延長させることができるとされ、同規則同条第 2 項では「特例

業務」であればその上限が適用されないとされているため、2 つが相まって、実質的無制限に

働かせることができるというのが現状であるからだ。 

さらに、一部業種をサンプルから除外したのもこれらの業種が当該政策の適用外、あるいは

適用タイミングの差によって分析期間内で適用されていなかったためである。そして、サンプル

をフルタイム正規雇用労働者に限定したのは、規制のターゲットが長時間労働を行う労働者

であるためであり、具体的には週 28時間以上の労働を行った正規雇用労働者に限定した。ま

た、転職、転籍、出向は労働環境を大きく変化させるイベントであり、政策施行後に転職を行

っている場合、政策効果と誤認される可能性があるため除外している。最後に、当該政策を分

析するにあたり、コロナの影響を排除することはその効果を識別する上で重要であるということ

は先述の通りである。そこで、コロナによって休職、失職したサンプルは除外した。 

また『日本家計パネル調査』では、対象者に配偶者がいる場合、その配偶者についても同

様の内容が調査される。本研究では、十分なサンプルサイズを確保するため、対象者の配偶

者も独したサンプルとして扱った。その結果、全体のフルセットサンプルサイズは 11,018 となっ

た。しかし、このように回答対象者とその配偶者のデータを分離して推計に使用すると、両者

の誤差項に系列相関が生じる可能性が考えられる。したがって、本稿の分析では、個人 ID に

 
17 勤め先の業種の設問で「農業」、「漁業・林業・水産業」、「鉱業」、「建設業」、「運輸」と回答したものをサンプルから除外した。 
18 企業規模または経営組織の設問で「官公庁」と回答した者や、業種を「公務」と回答した者を公務員とみなし、分析サンプルから

除外した。 
19 改正労働基準法と同時期（2019年 4月）より同じ水準で時間外労働の上限が設定された。 
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加えて世帯 ID を作成し、2つのクラスタ構造に頑健な標準誤差を計算している。 

本稿では以下の変数を利用する。まず、労働時間とは、平均総労働時間、有給残業時間、

無給残業労働時間に分類し、それぞれ週当たりの収入を得るために仕事をした時間を指す。

なお、無給労働時間は設問が存在しないため、週間平均総労働時間から法定労働時間であ

る 40 時間/週、有給残業時間を引いた値と定義した20。管理監督者ダミーは、働き方に関する

設問で、時間外労働の上限規制対象外となる「時間管理なし」と回答、あるいは普段の仕事内

容に関する設問で「管理的業務」と回答していれば 1 をとり、それ以外であれば 0 をとるダミー

変数であり、必ずしも該当者が管理監督者であるとは限らない21。 

長時間労働職場スコアは「職場環境に関する」設問項目から、⑥「残業や休日出勤に応じる

人が高く評価される」、⑩「周りの人が残っていると退社しにくい」、⑪「残業や休日出勤が続く

と、ある程度の退出は許される」、⑮「上司と部下のコミュニケーションはよくとれている。」という

項目22に対する 6 段階の回答（「かなり当てはまる（1 点）」、「やや当てはまる（2 点）」、「どちら

でもない（3 点）」、「あまり当てはまらない（4 点）」、「全く当てはまらない（5 点）」、「該当しない

（6 点）」）を集計する。具体的には、該当しないと回答した場合、0 点として処理したうえで、上

記の回答点数を合計し、3~21 の値をとり、値が大きければ長時間労働の傾向が強い職場環

境であることを示す指標とする。（⑥、⑩、⑮の回答については値を反転している。） 

また、労働密度スコア (work intensity )は Green(2012) によって作られ、Eurofound(2016)で

も用いられる仕事の質を測る指標を用いる。この労働密度スコアでは、『量的要求 

(Quantitative demands)』、『仕事のペースの決定要因と相互依存性 (Pace determinants and 

interdependency)』、『感情的要求 (Emotional demands)』の三つの観点から作られる。まず、各

個別のスコアを 1~100の範囲で標準化し、その上で、3つの指標ごとに平均化、最終的にその

3 つの指標をさらに平均化することで得られるのが労働密度スコアである。具体的に使用する

項目は『量的要求』は「ふだんの仕事の厳しさ」についての設問から仕事量や業務時間に関

する項目①「自分の仕事は早いスピードで行わなくてはならない」、②「自分の締め切りや納期

がタイトである」、③「仕事量に対して時間が足りない」の項目を、『仕事のペースの決定要因と

相互依存性』は「仕事や職場に関する質問」についての設問から②「仕事の手順を自分で決

めることができる」、③「仕事の量を自分で決めることができる」、④「自分の仕事は他と連携し

てチームとして行う」を、『情緒的要求』は「ふだんの仕事の厳しさ」についての設問から得られ

る、④「自分の仕事は自身の感情を表に出さないことが求められる」、⑤「顧客や取引先（相手

が患者や学生の場合も含む）の苦情や怒りに対処しなくてはならない」、⑥「仕事で心の平穏

が乱れるような事態に直面することがある」という項目を用いる。各項目は 1~7の値をとるため、

1~100 の値をとるように標準化したうえで必要であれば値を反転し、値が大きいほど労働の負

 
20 平均総労働時間、有給残業時間、無給残業時間については平均±3標準誤差の範囲外にあるものを外れ値とみなし欠損値と

して処理した。 
21 管理監督者の実態を捉えることは難しく、本来労働時間管理を受けないはずだが、じっさいには事業所から何らかの労働時間

管理を受けているものが多いためこのような定義とした。 
22 これらの質問項目は先述の山本・黒田 (2014年、7章)で長時間労働に正の影響を与えている仕事特性、人的資源管理の要素

を参考に選定した。 
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担が大きいことを示す変数とした。 

メンタルヘルスを測る指標は、メンタルヘルス指標 K6、生活満足度、幸福度を使用する。ま

ず、メンタルヘルス指標として、K6を用いる。K6は Kessler et al. (2002)によって開発された気

分・不安障害を評価する尺度である。具体的には、メンタルヘルスに関する 6つの質問項目に

対する5段階の回答（「いつも（1点）」、「たいてい（2点）」、「ときどき（3点）」、「少しだけ（4点）」

「全くない（5 点）」）を反転し、0~24 点に集計し、数値が大きいほどメンタルヘルスが良い状態

を示すように変数化する。 

次に、生活満足度の指標としては JHPS/KHPS の、現在の生活状況に関する質問項目の

「生活全般」に対する 11 段階の回答（『全く満足していない』を 0、『満足でも不満でもない』を

5、『完全に満足している』を 10、として 0 から 10 の数字を 1 つ選択）を変数化し、値が大きい

ほど生活満足度が高いことを示す。 

さらに、幸福度の指標として、JHPS/KHPS の「あなたの次の期間での幸福感を、「全く幸福

感がない」を 0、「完全に幸福感を感じる」を 10として、0から 10の数字を 1つ選んでください。」

という質問項目の「最近 1年間」対しての 1段階の回答を変数化し、値が大きいほど幸福度が

高いことを示す。 

なお、JHPS/KHPSでは K6、長時間労働職場スコア、労働密度スコアが 2019年からのみ利

用できるため、これらの指標を用いた推計では推計期間が短くなる。 

コントロール変数の個人属性のうち、子どもダミーは、18歳未満の子どもが 1人以上いるとき

に 1 を取るダミー変数である。また、年齢ダミーは 20 代から 50 代まで作成し、20 歳代ダミー

は、対象者が 20 代のときに 1を取るダミー変数、30 歳代ダミーは、対象者が 30 代のときに 1

を取るダミー変数、40歳代ダミーは、対象者が 40代のときに 1を取るダミー変数、50歳代ダミ

ーは、対象者が 50代のときに 1を取るダミー変数である。また、婚姻ダミーは配偶者がいれば

1 をとり、そうでなければ 0 をとるダミー変数である。そして、有給休暇消化率は有給休暇取得

日数を有給休暇付与日数で除したもので、時間当たり賃金は給与の支払い方法が月給ある

いは週給の者のうち、月当たりに換算した給与を月換算した週平均総労働時間で除して実質

化した変数である。 

次に、労働者の働き方属性に関するもののうち、フレックスタイム制ダミーは就業に関する

「働き方（勤務時間制度）」の設問において、「2 フレックスタイム制（一定の時間内で始業・終

業時刻を自分で調整できるもの）」と回答していれば 1 を、そうでなければ 0 をとるダミー変数

で、変形労働時間制ダミーは同設問で「3 変形労働時間制（一定の期間だけ勤務時間が異な

るもの）・交代制（昼・夜シフト等」と回答していれば 1をとり、そうでなければ 0をとるダミー変数

である。 

また、短時間勤務制ダミーは就業に関する「会社にある制度」の設問において、「短時間勤

務制度」が「2 ある」もしくは「3 利用経験あり」と回答していれば 1、そうでなければ 0 をとるダミ

ー変数であり、在宅勤務制度ダミーも同設問で「在宅勤務制度」が「2 ある」もしくは「3 利用経

験あり」と回答していれば 1、そうでなければ 0をとるダミー変数である。 
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最後に、新型コロナウイルスの影響をコントロールするためのコロナ重篤感染ダミーは新型

コロナウイルスに関する「新型コロナウイルス感染症の流行で起きたこと」という設問で「①重篤

な病気になる」という質問に「2 はい」と回答していれば 1、そうでなければ 0をとるダミー変数と

し、（コロナによる）経済困難ダミーは同設問で、「③ 所得や収入が減り、生活水準の大幅な低

下を余儀なくされる」か「④ 生活が苦しくなって貯蓄を取り崩したり借金をする」のいずれかの

質問に「2 はい」と回答していれば 1、そうでなければ 0をとるダミー変数とする。 

最後に直接推計では用いないものの、企業規模ごとに推計を行うため、本研究における大

企業、中小企業の定義を述べる。大企業と中小企業の定義は中小企業法の定義を参考にす

る。勤め先企業の従業員規模が 500 人以上、または、業種が飲食・宿泊業、不動産業、情報

サービス・調査業を除く通信情報業、医療・福祉業、教育・学習業、その他サービス業であり、

かつ 100人以上の企業のときに大企業とし、それ以外を中小企業とする23。 

本稿の分析で注目する変数の記述統計量を企業規模（大企業・中小企業）及び処置群・対

照群ごとに分けて、表 1 に示した。ここで処置群とは、政策適用以前に一度でも月 30 時間以

上の有給残業を行った経験のある労働者（規制の影響を強く受ける層）を指し、対照群はそれ

以外の一般労働者を指す。 

表 1 記述統計量 

 

まず、労働時間の実態について確認する。総平均労働時間は、大企業では約 4.7時間、中

 
23 厳密には中小企業法では資本金と従業員規模で中小企業が定義されるが、JHPS/KHPSでは勤め先企業の資本金はわからな

いので、従業員規模から定義した。 
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小企業でも約 4.3 時間処置群のほうが長い。この差異は主に有給残業時間の差（大企業で約

4.7 時間差、中小企業で約 4.4 時間差）に起因しており、処置群が長時間労働傾向にあるとい

う定義通りの性質が確認できる。 

一方で、無給残業労働時間（サービス残業）については興味深い特徴が見られる。まず、全

体として中小企業の方が大企業よりも無給残業労働時間が長い傾向にある。また、大企業に

おいては、対照群の無給残業労働時間が処置群をわずかながら上回っている。これは、大企

業の対照群において、潜在的な労働時間の過少申告が存在する可能性を示唆している。 

労働環境の「質」を示す指標に注目すると、労働密度スコアはいずれの企業規模でも処置

群の方が高く、長時間労働者は労働時間の長さだけでなく、労働密度も高い「過密労働」の状

態にあることが示唆される。同様に、長時間労働職場スコアについても、特に中小企業の処置

群で 11.31 と最も高く、長時間労働を是とする職場規範が強いことがうかがえ、職場環境要因

が長時間労働を押し上げている可能性が示唆される。 

最後に、メンタルヘルスおよび主観的厚生の指標については、企業規模間で一貫した傾向

は確認されなかった。このことは、長時間労働と主観的メンタルヘルス、満足度の関係が単純

なトレードオフではなく、企業規模やその他の要因によって異質であることを示唆している。 

次節以降では、これらの属性差をコントロールした上で、時間外労働の上限規制が与えた

因果効果を検証する。 

 

4.推計結果 

4.1 一般労働者への政策効果分析 

図 1 は横軸に年を置き、企業規模・処置群、対照群ごとに長時間労働を行う確率と有給残

業時間の推移を示している。まず、左図の週 50時間以上労働確率の推移を現したグラフを見

ると、大企業、中小企業ともに 2019年までは 50時間以上労働確率が 60%を超えており、政策

効果を最も受ける労働者層を処置群として設定できていることがわかる。さらに、政策が適用さ

れた 2019 年(あるいは 2020 年)以降は、長時間労働割合を大きく減らし、50%を下回っている

ことが確認できる。 

次に、処置群と対照群が平行トレンドの仮定を満たしているか確認する。大企業の処置群は

2016年から 2019年にかけて、緩やかな減少傾向にあるもののほぼ横ばいであり、対照群もや

や増加傾向がうかがえるが、その増加率は小さく平行トレンドの仮定は満たされていることが目

視できる。中小企業についても処置群、対照群ともに政策適用する 2020年まで、同じ動きをし

ていることが確認でき、こちらも平行トレンドの仮定を満たしているといえる。しかし、2020 年以

降対照群の有給残業時間は大きく増加しており、これまで長時間労働を行っていた労働者の

労働時間が再分配されている可能性が示唆される。また、平行トレンドが満たされているか F

検定を行った結果を付表 1に掲載した。24 

 
24 平⾏トレンド検定ではサンプルを施策適用以前に限定したうえで処置群ダミーと処置前の年ダミーの交差項の係数が⾮有意で

あれば、平⾏トレンドが成⽴しているとみなす。 
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図 1 企業規模別労働時間の推移 

 

時間外労働の上限規制が与えた影響について、一般労働者に焦点を当てた推計結果は表

2が示している通りである。まず、それぞれの推計について固定効果モデルと変量効果モデル

を用いて推計を行いその結果を基にハウスマン検定を実施した。その結果、(6)列を除き固定

効果モデルが採択された。しかし、ハウスマン検定で変量効果モデルが支持された(6)列だが、

分析対象である「有給労働時間」は、観察されない個人の性格、能力に強く相関すると考えら

れる。また、ハウスマン検定で帰無仮説が棄却されるということは必ずしも変量効果モデルが

正しいと積極的に証明するわけではない。そこで、本分析では分析の一貫性を持たせるという

ことも含めて、すべての列で固定効果モデルの結果を掲載する。 

 

表 2 ：政策前後における一般労働者の労働時間・労働密度の DiD分析

 

表 2の結果において、本研究が注目する政策効果 ATT を示す「処置群ダミー×政策施行後
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ダミー」の交差項の係数を確認する。 

まず、大企業の結果について確認する。労働時間の量的変化を示す(1)列の総労働時間お

よび(2)列の有給残業時間は、統計的に有意な負の値を示し、総労働時間は 1.55時間/週、有

給残業時間は 1.89 時間/週の減少効果が確認され、上限規制の導入が大企業において労働

時間の削減に寄与したことが示された。一方で、(3)列の無給残業労働時間、(4)列の労働密

度は、いずれも係数が正であるものの、統計的に有意ではなかった。 

次に、中小企業の結果について確認する。大企業と同様に、(5)列の総労働時間および(6)

列の有給残業時間の係数は、統計的に有意な負の値を示し、その削減幅は総労働時間が約

1.90時間/週、有給残業時間が約 2.25時間/週であり、大企業以上の削減効果が確認された。 

また、無給残業労働時間や労働密度スコアについては大企業同様統計的に有意な結果は

得られなかった。 

以上の推計結果を整理すると、企業規模に関わらず上限規制は有給残業時間を有意に削

減させたといえるが、当該政策の適用直後にはコロナによる社会の大きな変動が存在し、平均

的な処置効果ではその影響を正しく認識することができない可能性が高いといえる。 

そこで、政策適用前年度をベースとして各年ダミー変数との交差項を用いてその変化を分

析した。その結果が表 3の通りである。 

 

表 3 政策前後における各年毎の一般労働者への影響分析

 

 

コロナの影響があると考えられるのが最も影響を受けたのは 2021年であるが25、交差項の係

 
25 JHPS/KHPSの調査時期は翌年 1月ごろのため、ずれがあることに留意したい、例えば、2021年のデータであれば 2020年の

情勢を反映していると考える。 



18 

 

数に注目すると、(1)列、(2)列から大企業の、さらに(5)列、(6)列から中小企業の総労働時間、

有給残業時間が統計的に有意に減少していることがわかる。また、(3)列に注目すると、2022

年ダミーとの交差項の係数のみが統計的に正に有意である。2023 年では交差項の係数は統

計的に有意ではなく、無給残業労働時間の増加がみられないことから、これはコロナ禍後と政

策による労働時間規制で無給残業労働が一時的に転嫁されたものと考えられる。また、2023

年ダミーとの交差項も大企業は総労働時間、有給残業時間、中小企業は有給残業時間が政

策効果で有意に削減されているといえる。 

表 2、表 3の推計結果を総評すると、コロナの影響が弱まった 2023年以降も労働時間削減

効果は定着し、それが労働密度という質的な負担にも転嫁されていないということができる。 

 

4.2 管理監督者への政策効果分析 

図 2 は推計 2 における管理監督者（＝処置群ダミー）の割合を表している。管理監督者は

一般的に経営と一体的な立場とされるため、その人数は少ない。大企業では 15%前後を推移

し、中小企業では 8~10%を推移しており、分析におけるサンプルの偏りが懸念される。また、

大企業において 2019 年以前は 18%ほどあった管理監督者割合が 2019 年に急激に減り、

2020年にかけても減少傾向がみられる。規制の適用によって、企業が規制から逃れようと管理

監督者への昇進あるいは管理監督者とは名ばかりの待遇が見合わない名ばかり管理職への

転換が起こる可能性もあるが、そういった事実は確認できない。 

 

図 2 企業規模別管理監督者割合 

 

次に、総労働時間に注目して、処置群と対照群の設定が適切か平行トレンドの仮定を検証

する。まず、大企業に注目すると、政策適用以前の処置群、対照群の推移の傾向はその大き

さに差は有れどもおおむね同じといえる。注目するべきは、2022 年に対照群が労働時間を減

少させている一方で、処置群は増加させている点である。2022 年はコロナの流行がようやく収

束の兆しを見せ、コロナ以前の経済活動に戻ろうとしていた時期と考えられ、政策施行から時

間差で管理監督者にしわ寄せが生じた可能性が考えられる。また、中小企業は大企業と比べ

て対照群との推移の傾向が異なるとはいえ、政策適用以前という期間で見れば減少傾向で一

致しているといえる。そして、政策適用後の 2020 年以降は処置群が大きく労働時間を増やし
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ていることがわかる。しかし、2023 年には大企業の水準を下回るなど、サンプルの粗さが懸念

される。 

まず、大企業について確認すると、政策適用以前（2016 年から 2019 年）において、処置群

と対照群の労働時間には水準の差こそあれ、その推移のトレンドは概ね平行であり、平行トレ

ンドの仮定は満たされているといえる。ここで注目すべきは 2022 年の動きである。対照群の労

働時間が減少傾向にある一方で、処置群は増加に転じており、両者の乖離が拡大している。

これは、コロナ禍からの経済活動の回復期において、一般労働者の労働時間が抑制されたま

ま、管理監督者へ業務負荷のしわ寄せが生じた可能性を示唆している。 

次に、中小企業について確認すると、政策適用以前（2016 年から 2020 年）において、両群

ともに緩やかな減少傾向を共有しており、大企業と同様に分析の妥当性は担保されていると

考えられる。政策適用後の動きを見ると、2021年から 2022年にかけて処置群の労働時間が急

増する一方で、2023年には大きく減少するなど、単調ではない動きが確認された。大企業と比

較して年ごとの変動幅が大きいこの結果は、中小企業の管理監督者が、コロナ禍をはじめとす

る社会変動に対して、強く影響を受けている実態を反映していると考えられる。また、平行トレ

ンドの仮定について、F検定を行った結果を付表 2に掲載してあるが、中小企業の 2020年に

おいてはこの仮定が満たされていない可能性があるが、政策適用以前の期間全体において

は平行トレンドの仮定は満たされているといえた。 

 

図 3 管理監督者の総労働時間推移 

 

時間外労働の上限規制が管理監督者に与えた負の波及効果に関する分析結果は表 3 が

示すとおりである。まず、それぞれの推計について固定効果モデルと変量効果モデルを用い

て推計を行いその結果を基にハウスマン検定を実施した。その結果、(6)列を除き固定効果モ

デルが採択された。ハウスマン検定の結果、変量効果モデルが支持された(6)列だが、推計 1

と同様の理由から、固定効果モデルの結果を採択し、掲載する。 
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表 4 政策前後における管理監督者の労働時間・労働密度への影響分析 

 

まず、大企業の結果を確認する。「処置群ダミー×政策施行後ダミー」の交差項の係数ATT

に注目すると、(1)列から交差項の係数が統計的に負に有意であり、政策によって管理監督者

は総労働時間が約 1.67時間/週、(2)列からも無給残業労働時間が約 0.92時間/週減少してい

ることが確認できる。一方で、(3)列から交差項の係数は統計的に有意ではなく、政策効果は

確認されなかったと言える。しかし、処置群ダミーの係数は正で統計的に有意であることから、

元々残業をあまりしない一般労働者と比べると仕事の厳しさは大きいといえる。 

次に、中小企業について、「処置群ダミー×政策施行後ダミー」の交差項の係数に注目す

ると、 (4),(5),(6)列いずれも交差項の係数は統計的に有意ではないので、労働時間や労働密

度に影響を与えなかったといえる。 

また、推計 2 においても推計 1 同様コロナの影響を排除した結果を観察するために各年度

ダミーとの交差項を含めた分析結果を表 5で示す。 
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表 5 政策前後における各年毎の管理監督者への影響分析 

 

この時、(3)列に注目すると、2023 年との交差項が統計的に負に有意にであり、大企業では

時間差を伴って質的改善が促されたと示唆される。また、中小企業について(4)列、(5)列に注

目すると、2020 年以前の交差項の係数が正に有意であるが、政策適用後においては有意で

はなく、政策の先行効果が発揮された可能性がある。 

以上の結果から、理論的背景で述べたような負の波及効果によるしわ寄せの存在は立証さ

れず、むしろ仮説とは真逆の一般労働者と同様の効果が確認できた。これは、管理監督者の

労働時間が削減され、それに伴う業務負荷の増加は起こっていないことが示唆される。 

 

4.3 職場環境と長時間労働の関係性 

本分析に入る前に、まず長時間労働職場スコアと長時間労働の関係について確認する。図

4は有給残業時間区分（1. 0~5時間、2. 5~7.5時間、3. 7.5~12.5時間、12.5時間~）ごとの長時

間労働職場スコアを示している。この時、有給残業時間と長時間労働職場スコアの間には正

の相関が確認できる。ここから、長時間労働の是正には、単なる時間の規制だけでなく、こうし

た職場環境や規範そのものへの介入が必要であることが示唆される。 

 

図 4 労働時間と職場環境の関係 
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次に、処置群と対照群ごとに長時間労働スコアがどう推移しているか図 5 で概観する。まず、

大企業においては、対照群の長時間労働職場スコアが 2021 年以降増加傾向にあり、元々残

業の少ない対照群に属する労働者が次第に自身の職場が長時間労働を行っていると主観的

に認知をし始めてきた可能性があることが示唆される。なお、大企業についてはデータ上では

2020 年から政策効果が反映されるため、政策適用以前に処置群と対照群が同じ変化のトレン

ドをたどっているか確認できず、平行トレンドの仮定は検証できない。 

そして、中小企業に注目すると政策効果がデータに適用される以前の 2020年以前のトレン

ドは処置群・対照群ともに減少トレンドであり、平行トレンドの仮定は満たされているといえる。

政策適用後は処置群と対照群が収束していくような形で推移している。中小企業については

平行トレンド検定を統計的に検証し、満たされていることが分かった。 

 

図 5 長時間労働職場スコアの推移 

 

最後に、長時間労働スコアとメンタルヘルスの相関関係を確認する。図 6では長時間労働

スコア五分位ごとの各メンタルヘルス指標の平均値を散布図に示しており、横軸は長時間労

働スコア 5分位（1=下位 20％、5=上位 20%）である。まずメンタルヘルス指標 K6との関係性

は正の相関がみられ、長時間労働職場と認知している労働者であるほどメンタルヘルスは良

好だといえる。次に生活満足度では中小企業がほぼ横ばいである一方、大企業では下位

80%がほとんど横ばいで満足度に影響を与えていないといえるが、上位 20%においては大き

く仕事満足度が下がっているのが見て取れる。最後に、幸福度は仕事満足度と同じように上

位 20%の長時間職場環境においては大きく幸福度が下がっていることが見て取れる。 
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図 6 長時間労働スコアとメンタルヘルスの相関関係 

 

まず、上限規制による長時間職場環境の変化から概観する。表 6は、被説明変数を長時間

労働職場スコアとして、DiD分析を行った結果である。ここで、それぞれの推計について固定

効果モデルと変量効果モデルを用いて推計を行いその結果を基にハウスマン検定を実施し

た。その結果、大企業においては(1)列、(2)列共に固定効果モデルが採択された。 

 

表 6 時間外労働の上限規制が長時間労働に肯定的な職場に与えた影響 
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まず、大企業の結果について、(1)列に注目すると「処置群ダミー×政策施行後ダミー」の交

差項の係数は統計的に有意ではなく、政策は職場環境に影響を与えなかったと示唆される。

また、政策施行後ダミーの係数も統計的に有意ではなかったことから、政策以前の残業属性

関わらず政策適用前後で職場環境は変化しなかったことが示唆される。中小企業の結果に移

る。(2)列より「処置群ダミー×政策施行後ダミー」の交差項の係数に注目すると負に有意とな

っており、政策効果によって約 0.26 pt長時間労働職場スコアを下げていることが分かり、政策

によって労働環境、そのものが変わった可能性が示唆される。 

次に、長時間労働と職場環境がメンタルヘルスに与える影響を確認する。表 7 は職場環境

がメンタルヘルスに与える影響について分析した結果である。(1)~(6)列のいずれにおいても、

固定効果モデル、変量効果モデルで推計したうえで、ハウスマン検定を行った。その結果、(3)

列は変量効果モデルが支持され、それ以外の列では固定効果モデルが採択された。推計 1、

2同様の理由から固定効果モデルの結果のみを掲載し、重視する。 

総労働時間ダミー変数ベクトルと長時間労働職場スコアの交差項を含め、職場環境が労働

時間に追加的な影響を与えるか分析した。まず、長労働時間や長時間職場環境であればメン

タルヘルスを損なうと言える。例えば、(1)列の長時間労働職場スコアの係数や(5)列の労働時

間の係数を見ると負に有意となっており、K6や生活満足度といったメンタルヘルスに悪影響を

及ぼすといえる。 

次に交差項の係数に注目すると、相乗効果によって真逆の効果を発揮しているといえる、

(1)列と(5)列に注目すると、労働時間と長時間労働職場スコアの交差項の係数がそれぞれ、約

0.01、約 0.004で正に有意となっておりメンタルヘルスの悪化を緩和させているといえる。 
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表 7長時間労働に肯定的な職場環境がメンタルヘルスに与える影響 

 

以上の表 6、表 7 の結果を総括すると、まず当該政策の施行によって中小企業においては

長時間労働職場スコアが有意に減少し、労働者の主観的には長時間労働を促すような職場

環境が改善された可能性が示唆される。また、労働時間と長時間労働に肯定的な職場環境が

メンタルヘルスに与える影響分析から労働時間、長時間労働職場スコアがメンタルヘルスに悪

影響をもたらす一方で、2 つの相乗効果としては正の影響がみられた。これは、周囲も残業す

るような長時間労働に肯定的な職場環境であれば、自身も働くことで周囲との一体感を得られ

る、一種のグループインタラクション効果が働いている可能性が考えられる。すなわち、長時間

労働を是とする職場環境がバッファーとして労働者の不満を緩和し、主観的な満足度の低下

が抑制されているということである。これは Alesina et al.(2006)が指摘する正の補完性と類似す

るグループインタラクション効果であると捉えることもできる。しかし、これは長時間労働が推奨

されるべきであることを意味するものではなく、あくまで主観的な満足度の低下が抑制されてい

るに過ぎない点に留意が必要である。 
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5.おわりに 

本研究では、2019年 4月に施行された罰則付きの時間外労働の上限規制が、長時間労働

の是正（量的な変化）と、職場環境や労働密度（質的な変化）に与えた影響を、『日本家計パ

ネル調査（JHPS/KHPS）』のパネルデータを用い、DiD 分析によって検証した。本検証は、従

来の研究が十分に解明していない、規制がもたらす組織内の業務配分の歪みや隠れた労働

実態といった包括的なメカニズムに焦点を当てたものである。 

まず、推計 1で一般労働者への政策効果を分析した結果として、有給残業時間に着目した

結果、大企業、中小企業を問わず、有給残業時間の有意な削減効果が確認され、先行研究

と整合的な結果が得られた。これは、本政策が長時間労働の主因である時間外労働を削減し、

過重労働防止という目的を達成したことを示唆する。さらに、先行研究で確認されていた「無

給残業労働」への代替は全体の期間を通して、また直近の 2023 年でも確認できていない。ま

た労働密度も有意に減少はしていないものの増加もしておらず、問題意識として取り上げた負

の波及効果は解消されている可能性が示唆される。 

次に、推計 2 で政策の適用対象外である管理監督者への影響を分析した結果、理論的背

景で懸念されていた一般労働者からの業務転嫁による「しわ寄せ」は立証されなかった。むし

ろ、大企業では管理監督者の総労働時間、無給残業労働時間が有意に減少し、管理監督者

層においても労働時間が削減されたことが明らかになった。これは、規制の対象が限定的であ

るにもかかわらず、企業全体の労働慣行が改善された可能性を示唆する。一方で、中小企業

の管理監督者については政策効果が確認されず、政策施行後も総労働時間や無給残業労

働時間への政策効果が統計的に有意ではなかったことから働き方が改善されていない可能

性が示唆される。 

最後に、推計 3 で職場環境とメンタルヘルスへの影響について、上限規制施行による政策

効果で中小企業においては長時間労働を是とする長時間労働職場スコアが有意に低下した

ことが確認された。さらにメンタルヘルス指標への追加的な影響を検証した結果、大企業では

K6、中小企業では生活満足度が労働時間や長時間労働職場スコアによって毀損され 2 つの

相乗効果（グループインタラクション効果）でその負の効果が緩和されていたといえる。この相

乗効果は、長時間労働の規範が強い環境下では、労働時間の増加による主観的な満足度や

メンタルヘルスの低下が抑制される傾向があることを示唆するが、総合的には負の影響をもた

らすため、長時間労働が推奨されるべきではない点に留意が必要である。 

以上の結果を総合すると、時間外労働の上限規制は有給残業時間の削減という目標を達

成したものの、その影響は企業規模によって異なり、大企業では量的な労働時間そのものは

削減されたものの質的な改善はあまり見られず、中小企業では職場環境の改善という形で現

れたことが結論付けられる。特に中小企業において職場環境スコアの低下が確認されたことは、

規制を契機とした企業の業務効率化やマネジメントの見直しが進んだ可能性を示唆しており、

政策目的である「健康確保」と「ワークライフバランス」の実現に近づいたといえる。一方で、長

時間労働を是とする職場環境に対する当該政策による影響は微々たるものだった。また、労
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働時間との相乗効果でメンタルヘルスの毀損を抑制し、この緩和効果があるせいで長時間労

働が温存され結果として健康を損なうという非効率な均衡が生じているため、質的な改善を促

す施策が必要と考えられる。 

本研究では、時間外労働の上限規制が労働時間やメンタルヘルス、職場環境に与える影

響について一定の知見を得ることができたが、いくつかの課題も残されている。 

第一に、データの制約が挙げられる。本分析で使用した『日本家計パネル調査

（JHPS/KHPS）』は個人の主観に基づく回答データであり、労働時間や職場環境スコアには測

定誤差が含まれている可能性がある。特に、労働時間については企業の勤怠管理データとの

乖離が生じている可能性があり、無給残業労働（サービス残業）の実態を正確に捕捉できてい

るかについては限界がある。また、メンタルヘルス指標であるK6や職場環境スコア、労働密度

スコアが 2019 年以降のデータしか利用できなかったため、政策導入前後での長期的な変化

を十分に追跡できていない点も課題である。今後は、企業の勤怠データや健康診断データ、

実際に企業が長時間労働を是正するために行った施策など、客観的な指標を用いた分析が

求められる。 

第二に、管理監督者ダミーの妥当性とそのサンプルサイズ関する問題である。管理監督者

は管理職であれば該当する可能性は高いといえるが、必ずしもそうとは言えず、また本来され

るはずのない労働時間管理されているケースも多い為、個別の質問項目がない JHPS/KHPS

ではその妥当性には限界がある。また推計 2 の管理監督者に関する分析では、サンプルサイ

ズが大企業・中小企業ともに全サンプルの 1 割程度と小さく 、分析結果の頑健性に懸念が残

る。また、管理監督者と一般労働者（対照群）では元々の労働時間の推移や働き方が異なる

可能性が高く、DiD分析の前提となる平行トレンドの仮定が完全に満たされていない可能性が

ある。今後は、より大規模なデータセットを用いることや、傾向スコアマッチング等を組み合わ

せることで、比較群の妥当性を高める工夫が必要である。 

第三に、政策効果の厳密な識別である。2019年 4月には、本研究が主眼とした残業上限規

制（改正労働基準法）に加え、管理監督者を含む全労働者の労働時間把握義務化（改正労

働安全衛生法）や同労働基準法の改正内容には「年次有給休暇の 5日取得義務」や「勤務間

インターバル促進」などが同時に施行された。そのため、本研究で見られた管理監督者の労

働時間削減が、組織的な波及効果なのか、あるいは把握義務化による直接的影響なのかを

厳密に切り分けることは困難であり、働き方改革関連法案の副次的な効果が含まれる可能性

が高いことに留意したい。 

第四に、新型コロナウイルス感染症の影響の分離である。本研究の分析期間はコロナ禍と

重複しており、コントロール変数を用いて感染や経済的困窮の影響を制御したものの 、急速に

普及したテレワーク等の働き方の変化が労働時間や職場環境に与えた構造的な影響を完全

に排除できているとは言い難い。特に、2020 年以降の労働時間の変動には、政策効果とコロ

ナ禍による需要ショックが混在している可能性があり、より精緻な識別戦略が求められる。 

こうした課題は残るものの、残業上限規制が単なる労働時間の短縮にとどまらず、『長時間
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労働を是認する職場風土』の変容を通じてメンタルヘルスに寄与したのか、あるいは労働密度

の上昇や無給残業労働の増加といった『副作用』を管理職等へしわ寄せしたのかを、定量的

かつ多角的に検証したという点で意義があったと考える。 
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【Appendix】 

付表 1一般労働者の労働変化に関する平行トレンドの仮定の検証 

 

付表 2管理監督者の労働変化に関する平行トレンド検定26 

 

付表 3長時間労働に肯定的な職場環境の変化に関する平行トレンド検定27 

 

 
26 大企業サンプルの被説明変数を長時間労働職場スコアとしたときの平行トレンドはデータの制約上実施できない。 
27 上記同 

FE RE

(1) (2)

処置群ダミー×政策施行後ダミー

　×2020年ダミー 0.072 0.282

(0.238) (0.209)

コントロール変数 Yes Yes

サンプルサイズ 1,139 1,139

決定係数 0.039 -

個人ID数 799 799

世帯ID数 747 747

注1：()内は世帯レベルでクラスター化した頑健標準誤差を表す

注2：*** 、**、*印はそれぞれ1%水準、5%水準、10%水準で有意であることを示す。

注3：推計結果はすべて係数を掲載している。

中小企業

被説明変数：長時間労働職場スコア


